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は
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め
に

　　

徳
川
家
康
に
始
ま
る
江
戸
時
代
は
、
家
康
の
江
戸
幕
府
開
府（
一
六
〇
三
）か
ら
明
治

新
政
府
の
発
足（
一
八
六
八
）ま
で
の
二
五
〇
年
以
上
に
わ
た
る
長
期
政
権
で
あ
る
が
、

そ
の
江
戸
時
代
初
期
の
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
は
、
日
光
東
照
宮
の
大
造
営
を
行
な
っ
た

三
代
将
軍
家
光
と
、
悪
名
高
い
生
類
憐
み
の
令
で
有
名
な
犬
公
方
、
五
代
将
軍
綱
吉
と

に
挟
ま
れ
、
歴
代
将
軍
の
中
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
影
の
薄
い
将
軍
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

そ
の
将
軍
家
綱
を
生
ん
だ
生
母
お
楽
の
方―
後
に
宝
樹
院
と
呼
ば
れ
る
女
性
は
、
死

後
は
上
野
東
叡
山
寛
永
寺
に
手
厚
く
葬
ら
れ
、
正
二
位
を
贈
位
さ
れ
た
人
物
で
、「
徳
川

幕
府
家
譜
」に
も「
御
法
名　

宝
樹
院
殿
贈
二
位
華
城
天
栄
大
姉
」と
記
さ
れ
て
い
る
が

（
１
）

、

彼
女
は
家
光
の
正
室
で
は
な
く
、
実
は
、
下
野
国
高
島
村（
現
栃
木
県
大
平
町
）の
浪
人

の
娘
で
、
家
光
乳
母
の
春
日
局
に
見
出
さ
れ
大
奥
へ
奉
公
に
入
り
、
家
綱
を
産
ん
だ
と

さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
宝
樹
院
の
母
は
現
在
の
小
山
市
島
田
の
出
身
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
、
小
山
周
辺
は
徳
川
将
軍
家
綱
に
も
ゆ
か
り
の
あ
る
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
宝
樹
院
の
義
理
の
父
で
あ
る
七
沢
作
左
衛
門
は
、
宝
樹
院
が
家
綱
を
懐
妊
し

た
際
に
、
将
軍
家
世
継
ぎ
の
無
事
な
る
出
産
を
願
っ
て
、
甲
斐
国
都
留
郡
川
口
村（
現
山

梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
）
の
富
士
山
御お

師し

三
浦
氏
へ
祈
祷
の
依
頼
を
行
な
っ
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

宝
樹
院
と
そ
の
出
身
地
の
小
山
周
辺
地
域
、
ま
た
義
父
七
沢
作
左
衛
門
が
祈
祷
を
依

頼
し
た
山
梨
県
の
富
士
山
御
師
と
の
関
わ
り
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本

稿
で
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
宝
樹
院
を
中
心
に
こ
の
問
題
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
き
た
い
。

一
、
宝
樹
院
と
小
山
周
辺
地
域
と
の
関
係

　　
『
徳
川
実
記
』厳
有
院
殿（
＝
三
代
将
軍
徳
川
家
光
）御
実
記
巻
一
に
は
、
宝
樹
院
が
家

光
の
側
室
と
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。

【
史
料
一

（
２
）

】
御
母
は
贈
正
二
位
宝
樹
院
殿
、
そ
の
は
じ
め
は
ら
く（
楽
）の
局
と
申
す
。
こ
は
下

野
国
都
賀
郡
高
島
村
の
処
士
青
木
三
太
郎
利
長
と
い
へ
る
も
の
ゝ
女（
む
す
め
）な

り
。
利
長
同
国
島
田
村
の
増
山
織
部
某
が
女
紫
と
聞
え
け
る
を
め（
娶
）と
り
、
三

男
二
女
を
う
め
り
。
利
長
年
若
く
て
う
せ
け
れ
ば
、
紫
子
供
を
引
き
つ
れ
て
、
再

び
永
井
信
濃
守
尚
政
が
臣
、
七
沢
作
左
衛
門
清
宗
と
い
へ
る
も
の
に
嫁
し
、
江
戸

に
来
り
浅
草
の
辺
に
住
し
が
、
春
日
局
は
か
ら
ひ
（
計
ら
い
）
に
て
、
ら
く
の
方

十
三
の
年
よ
り
御
所
に
ま
い
り
、
み
や
づ
か
へ（
宮
仕
え
）進
ら
せ
し
に
、
大
猷
院

殿（
＝
家
光
）御
い
つ
く
し
み
を
蒙
り
て
、
寛
永
十
八
年
八
月
三
日
公
を
ま
う
け
ら

れ
し
に
」〈（　

）内
、
傍
線
は
筆
者
。
ま
た
句
読
点
は
読
み
易
い
よ
う
に
適
宜
補
充
・
変
更
し
た
。

以
下
史
料
に
関
し
て
は
全
て
同
じ
〉

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宝
樹
院
は
は
じ
め「
ら
く（
楽
）」と
称
し
、
下
野
国
つ
ま
り
現
在
の

栃
木
県
高
島
村（
現
大
平
町
）の
青
木
三
太
郎
利
長
と
、
同
じ
く
下
野
国
島
田
村（
現
小

山
市
）の
増ま

し

山や
ま

織
部
某
の
娘
紫
の
子
と
し
て
誕
生
し
、
利
長
死
没
後
、
紫
は
七
沢
作
左
衛

門
清
宗
へ
再
稼
し
、
浅
草
辺
り
に
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
ら
く
が
春
日
局
の
目
に
と
ま

り
、
十
三
歳
の
と
き
に
宮
仕
え
に
上
が
り
、
寛
永
十
八
年（
一
六
四
一
）八
月
三
日
に
公

（
家
綱
）を
生
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ら
く（
こ
れ
以
降
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
宝
樹
院
に
統
一
す
る
）と
そ
の
父
青
木

利
長
は
、
現
在
の
大
平
町
上
高
島
の
出
身
、
母
紫（
の
ち
泉
光
院
。
以
下
、
泉
光
院
に
統

一
（
３
）

）は
、
現
小
山
市
島
田
の
出
身
と
さ
れ
て
お
り
、
家
綱
生
母
宝
樹
院
や
そ
の
血
縁
者
は
、
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徳川四代将軍家綱生母宝樹院と富士山御師三浦家　　－小山周辺地域との関わりを中心にして－

（�）

小
山
市
や
そ
の
周
辺
地
域
と
関
係
が
深
い
の
で
あ
る

（
４
）

。

　

宝
樹
院
自
身
は
、
家
綱
一
二
歳
の
承
応
元
年（
一
六
五
二
）五
月
に
発
病
し
、
上
野
国

伊
香
保
で
の
療
養
の
甲
斐
も
な
く
、
同
年
十
二
月
二
日
、
三
二
歳
で
没
す
る
が
、
そ
の

弟
、
弁
ノ
助―

の
ち
の
増
山
弾
正
少
弼
正
利
は
、
家
綱
三
歳
の
誕
生
日
の
寛
永
二
〇
年

八
月
三
日
に
将
軍
家
光
に
始
め
て
拝
謁
し
、
母
方
の
姓
で
あ
る
増
山
を
名
乗
る
よ
う
命

じ
ら
れ
、
そ
れ
以
降
は
将
軍
の
日
光
参
詣
に
供
奉
し
た
り
、
奏
者
番
を
仰
せ
付
か
る
な

ど
重
用
さ
れ
、
寛
文
二
年（
一
六
六
二
）七
月
二
八
日
に
四
〇
歳
で
死
ぬ
ま
で
、
家
綱
付

き
家
臣
と
し
て
目
覚
し
い
昇
進
を
遂
げ
、
正
保
四
年（
一
六
四
七
）に
は
相
模
国
高
座
郡

の
う
ち
に
一
万
石
の
領
地
を
賜
り
、
万
治
二
年（
一
六
五
九
）に
は
三
河
国
幡
豆
郡
西
尾

城
主
二
万
石
の
大
名
と
な
っ
て
い
る

（
５
）

。

　

ま
た
、
も
う
一
人
の
弟
の
友
ノ
助
も
、
下
野
の
名
門
那
須
氏
の
養
子
と
な
り
那
須
氏

を
継
ぎ
、
那
須
資す

け

彌み
つ

と
称
し
、
烏
山
城
主
二
万
石
の
大
名
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、

宝
樹
院
の
姉
は
、
幕
府
の
儀
礼
を
管
掌
し
、
勅
使
の
接
待
や
京
都
へ
の
使
者
を
勤
め
る
、

格
式
の
高
い
高こ

う
け家
の
家
柄
の
品
川
式
部
大
輔
高
如
の
妻
と
な
っ
て
い
る

（
６
）

。

　

こ
れ
ら
か
ら
、
宝
樹
院
の
兄
弟
は
、
宝
樹
院
の
功
績
に
よ
り
優
遇
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
、
特
に
増
山
正
利
は
、
二
万
石
の
譜
代
大
名
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
、
そ

の
跡
を
継
い
だ
正
弥
は
、
寛
文
三
年（
一
六
六
三
）常
陸
国
下
館
二
万
石
、
つ
い
で
元
禄

一
五
年（
一
七
〇
二
）伊
勢
国
長
島
二
万
石
に
移
封
さ
れ
幕
末
を
迎
え
、
明
治
に
は
子
爵

と
な
っ
て
い
る
。
宝
樹
院
の
母
、
つ
ま
り
増
山
氏
を
農
夫
の
娘
と
す
る
史
料
も
あ
る
が

（
７
）

、

増
山
氏
は
、
宝
樹
院
と
の
繋
が
り
に
よ
り
大
名
家
の
格
式
を
獲
得
し
、
江
戸
時
代
を
通

じ
て
そ
の
格
式
を
保
ち
、
明
治
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
次
に
、
宝
樹
院
の
実
父
青
木
利
長
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

利
長
の
墓
は
、
現
在
も
大
平
町
下
高
島
の
宝
蔵
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
墓
は
息

子
の
増
山
正
利
が
建
立
し
た
と
い
う

（
８
）

。
近
世
後
期
成
立
の
地
誌
で
あ
る「
古
河
志
」に
は
、

「
下
高
島
村
宝
蔵
寺
に
蔵
し
あ
る
所
の
系
図
」と
し
て
、
青
木
氏
の
系
図
を
載
せ

（
９
）

、
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
宝
樹
院
の
弟
、
弁
ノ
助（
増
山
正
利
）・
友
ノ
助（
那
須
資
彌
）兄
弟
の
弟
と

し
て
青
木
仁
左
衛
門
な
る
人
物
が
お
り
、
そ
の
子
孫
が
上
高
島
村
の
百
姓
青
木
氏
へ
と

繋
が
る
と
す
る）

（（
（

。
系
図
よ
り
青
木
仁
左
衛
門
に
関
係
す
る
部
分
を
載
せ
る
。

【
史
料
二
】　
「
下
高
島
村
宝
蔵
寺
に
蔵
し
あ
る
所
の
系
図
」

　

青
木
仁
左
衛
門　
　
　

一
男 

青
木
七
右
衛
門 

増
山
弾
正
殿
ヨ
リ
三
百
石
被
レ
下
。
家
老
相
勤

淡
路
。先
年
古
河
城
主
土
井
大

炊
頭
殿
ヨ
リ
五
人
扶
持
被
レ

下
。
諸
役
御
免
ニ
テ
百
姓　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
男 

青
木
長
左
衛
門 

高
島
村
諸
役
御
免
ニ
テ
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
長
左
衛
門　

青
木
長
左
衛
門　

青
木
七
郎
右
衛
門　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
高
島
村
百
姓

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
青
木
仁
左
衛
門
の
注
記
に「
諸
役
御
免
ニ
テ
百
姓
」、
二
男
長
左

衛
門
の
注
記
に「
高
島
村
諸
役
御
免
ニ
テ
百
姓
」と
あ
り
、
諸
役
を
免
除
さ
れ
た
特
権
を

も
つ
百
姓
身
分
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
子
孫
が「
上
高
島
村
百
姓
」の
青
木

七
郎
右
衛
門
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
上
高
島
村
の
青
木
七
郎
右
衛
門
家
は
、
宝
樹
院
に

連
な
り
、
大
名
家
増
山
氏
と
も
血
縁
関
係
が
あ
る
、
特
別
の
格
式
を
も
つ
百
姓
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

次
の
史
料
も
、
百
姓
青
木
氏
と
大
名
増
山
氏
と
の
特
別
な
関
係
が
伺
わ
れ
る
も
の
で
、

上
高
島
村
の
青
木
友
右
衛
門
に
つ
い
て
、
同
じ
く「
古
河
志
」に
載
せ
る
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
三）

（（
（

】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓　

友
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
木
苗
字

　
　

こ
れ
は
青
木
の
裔
に
て
、
今
は
血
胤
断
え
ぬ
れ
ど
家
名
の
末
な
れ
ば
と
て
、

勢
州（
＝
伊
勢
国
）長
嶋
の
城
主
増
山
侯
よ
り
三
人
扶
持
賜
り
、
例
年
初
春
に
は
麻

上
下
着
し
、
両
刀
帯
し
青
木
友
右
衛
門
と
号
し
、
江
府（
＝
江
戸
）増
山
侯
へ
年
賀

を
申
来
れ
り
と
い
ふ
。

　

こ
の
史
料
か
ら
、「
古
河
志
」が
執
筆
さ
れ
た
文
政
期
頃
、
上
高
島
村
の
百
姓
青
木
友

右
衛
門
は
、
青
木
氏
直
系
で
は
な
い
が
そ
の
末
流
と
い
う
こ
と
で
、
伊
勢
長
嶋
城
主
の

大
名
増
山
氏
か
ら
三
人
扶
持
を
得
、
毎
年
増
山
氏
の
江
戸
屋
敷
へ
、
麻
の
裃
を
着
て
帯

刀
し
、
年
賀
の
挨
拶
へ
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
村
で「
青
木
の
裔
」と
あ
る

こ
と
か
ら
、
友
右
衛
門
と
七
郎
右
衛
門
と
は
親
族
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

史
料
で
も
青
木
氏
は
、
百
姓
で
あ
り
な
が
ら
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
特
権
的
な
身
分

を
も
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

�43



酒入　陽子

（3）

　

上
高
島
村
は
、
元
禄
期
以
降
は
古
河
藩
領
で
あ
っ
た
た
め
、「
古
河
志
」に
青
木
氏
の

記
述
が
見
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
で
は
次
に
、
上
高
島
村
の
現
在
の
行
政
区
域
で
あ
る
大

平
町
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
、
青
木
氏
の
系
譜
を
見
て
い
き
た
い
。

　

大
平
町
地
域
の
史
料
を
集
め
た『
大
平
町
誌
』に
は
、
青
木
利
長
二
百
年
忌
法
事
に
関

す
る
、
次
の
文
書
を
載
せ
る
。

【
史
料
四）

（（
（

】

安
養
院
様（=
青
木
利
長
）御
法
事
之
事

一
、
丙
戌
年
六
月
二
日
、
増
山
河
内
守
様
御
役
人
中
よ
り
、
御
掛
合
有
レ
之
、
同

六
月
八
日
弐（

二

百

年

忌

）

百
年
キ
御
法
事
、
野
州（
＝
下
野
国
）上
高
島
村
江
増
山
様
為
ニ
御
名

代
一
青
木
造
蔵
殿
被
レ
遊
ニ
御
出
役
一
、
其
節
青
木
七
郎
右
衛
門
、
増
山
河
内
守
御

メ
ミ
エ
有
レ
之
、
其
上
御
召
料
ア（

麻

裃

）

サ
上
下
御
拝
領
有
レ
之
、
同
六
月
三
日
よ
り
御
扶

持
三
人
扶
持
被
ニ
下
置
一
、
下
高
島
村
宝
蔵
寺
ニ
而
御
法
事
有
レ
之
、
寺
江
ハ
米
三
俵
、

サ（

祭

料

）

イ
料
金
三
分
、
増
山
様
よ
り
被
レ
下
給
ふ
、
其
節
下
高
島
江
ハ
御
名
代
青
木
造
蔵

殿
、
同
七
郎
右
衛
門
殿
、
親
類
生
沢
家
ニ
而
重
良
兵
衛
ト
申
人
、
他
親
類
そ（

薗

部

）

の
部
村

増
山
藤
右
衛
門
妻
同
道
ニ
而
、
御
名
代
儀
ハ
六
月
六
日
よ
り
同
十
日
迄
、
御
出
被
レ

遊
候
、
是
ハ
成

（
な
る
た
け
）丈
親
類
ニ
而
御（

御

馳

走

）

地
走
仕
候
事
、
御
名
代
江
は
他
親
類
、
村
親
類
よ
り

夫
々
ニ
御
見
舞
茂
有
レ
之
候
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
七
郎
右
衛
門

　

文
政
九
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
重
利（
花
押
）

　
　
　
　

戌
ノ
六
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
重
数（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
返
り
点
・
レ
点
、（　

）内
は
、
筆
者
。
以
下
同
じ
〉

　

安
養
院
と
は
、
宝
樹
院
実
父
の
青
木
利
長（
法
名
、
安
養
院
殿
性
参
覚
誉
居
士
）の
こ

と
で
あ
り
、
上
高
島
村
の
青
木
七
郎
右
衛
門
重
利
と
伜
七
郎
重
数
が
、
利
長
二
百
年
忌

に
関
す
る
諸
事
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
二
百
年
忌
法
事
に
関
し
て
増

山
氏
の
役
人
か
ら
話
が
あ
り
、
増
山
氏
名
代
の
青
木
造
蔵
が
上
高
島
村
へ
来
た
。
そ
の

際
七
郎
右
衛
門
重
利
に
、
増
山
氏
よ
り
御
召
料
と
し
て
麻
の
裃
が
、
六
月
三
日
か
ら
は

三
人
扶
持
分
が
下
さ
れ
、
下
高
島
村
の
宝
蔵
寺
に
て
法
事
が
行
な
わ
れ
た
。
宝
蔵
寺
へ

も
増
山
氏
か
ら
米
三
俵
と
祭
料
の
金
三
分
が
下
さ
れ
た
と
い
う
。

　

青
木
七
郎
右
衛
門
が
増
山
氏
か
ら
御
召
料
の
麻
の
裃
や
三
人
扶
持
を
下
さ
れ
た
の
は
、

も
ち
ろ
ん
こ
の
七
郎
右
衛
門
が
宝
樹
院
実
父
の
生
家
で
あ
り
、
増
山
氏
は
大
名
と
は
い

え
、
そ
の
青
木
氏
か
ら
派
生
し
た
家
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
法
事
に
は
、
青
木
七
郎
右
衛
門
や
増
山
氏
名
代
を
勤
め
た
青
木
造
蔵
の
他
、

村
の
内
外
の
親
戚
一
同
が
集
ま
っ
て
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
生
沢
家
の
重
良
兵

衛
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
薗
部
村
の
増
山
氏
と
は
、
宝
樹
院
母
の
実
家

の
増
山
氏
関
係
者
と
考
え
ら
れ）

（（
（

、
高
島
村
の
青
木
氏
一
族
を
初
め
、
村
外
の
親
戚
も
集

め
、
大
名
の
増
山
氏
か
ら
の
扶
持
を
う
け
て
、
宝
樹
院
に
連
な
る
人
々
、
つ
ま
り
百
姓

で
あ
っ
て
特
別
の
由
緒
を
持
つ
一
族
が
、
執
り
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ

て
利
長
の
法
事
は
、
自
ら
の
由
緒
や
格
式
を
確
認
す
る
行
事
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、【
史
料
一
】に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
宝
樹
院
の
実
父
青
木
利
長
は
早
く
に

亡
く
な
る
が
、
義
父
で
あ
る
七
沢
作
左
衛
門
は
、
宝
樹
院
懐
妊
の
折
に
、
甲
斐
国
富
士

山
御お

師し

三
浦
家
へ
祈
祷
を
依
頼
し
て
い
る
。
で
は
次
に
、
宝
樹
院
と
富
士
山
御
師
三
浦

家
と
の
関
係
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
宝
樹
院
と
富
士
山
御
師
三
浦
家

　

七
沢
作
左
衛
門
が
祈
祷
を
依
頼
し
た
、
三
浦
家
の
職
で
あ
る
富
士
山
御お

師し

と
は
、
御

祈
祷
師
の
略
と
も
い
わ
れ
、
信
仰
の
山
で
あ
る
富
士
山
へ
参
詣
者
を
誘
導
し
、
祈
祷
や

宿
泊
等
の
世
話
を
す
る
と
と
も
に
、
登
山
期
以
外
に
は
檀
那
へ
札
配
り
を
す
る
等
の
活

動
を
行
な
う
民
間
宗
教
者
の
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
川
口
村（
現
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
河
口
）

の
御
師
は
、
普
段
は
農
業
に
従
事
し
、
そ
の
身
分
は
、
百
姓
と
神
職
と
の
間
に
位
置
す

る
存
在
で
も
あ
っ
た）

（（
（

。

　

七
沢
作
左
衛
門
が
三
浦
家
へ
祈
祷
を
依
頼
し
た
の
は
、
富
士
山
が
日
本
第
一
の
霊
山

で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
作
左
衛
門
が
甲
斐
国
の
出
身
で
、
三
浦
家
の
檀
那
で
あ
っ
た
た

め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
作
左
衛
門
の
名
字
の
七
沢
は
、
甲
斐
国
中な

か
ご
お
り郡
筋

七な
ら

沢さ
わ

村
か
ら
き
た
も
の
思
わ
れ
、
従
っ
て
、
そ
の
読
み
も「
ナ
ラ
サ
ワ
」と
読
む
の
が
正

し
い）

（（
（

。

　

作
左
衛
門
か
ら
三
浦
家
へ
宛
て
た
文
書
は
、
家
綱
誕
生
の
寛
永
一
八
年（
一
六
四
一
）

の「
若
君
様（
＝
家
綱
）御
息
災
幾い

く
ひ
さ
し
く

久
敷
御ご

は
ん
じ
ょ
う

繁
昌
」の
祈
念
と
、
正
保
二
年（
一
六
四
五
）の

「
御
袋
様（
＝
宝
樹
院
）御
息
災
弥

い
よ
い
よ

御
繁
昌
」を
祈
念
し
、「
天
下
泰
平
国
家
安
全
之
御
祈

祷
」を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
祈
祷
が
、
三
浦
家
と
将
軍
家
と
を
繋
ぐ
祈
祷
の
端

�4�



徳川四代将軍家綱生母宝樹院と富士山御師三浦家　　－小山周辺地域との関わりを中心にして－

（4）

緒
と
な
り
、
三
浦
家
は
家
光
・
家
綱
の
両
上
様
に
御
目
見
し）

（（
（

、
こ
の
祈
祷
を「
吉
例
之
御

祈
祷
」と
し
て
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
将
軍
に
御
目
見
を
許
さ
れ
、
御
札
献
上
す
る
ほ

ど
の
家
格
を
も
つ
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

次
の
史
料
は
、
こ
の「
吉
例
之
祈
祷
」、
特
に
、
御
札
献
上
の
根
拠
と
な
る
由
緒
や
記

録
、
文
書
等
を
ま
と
め
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
中
に
い
く
つ
か
の
注
目
す

べ
き
記
述
が
見
ら
れ
る
。

【
史
料
五
】（
三
浦
吉
明
家
文
書
、
整
理
番
号
Ｂ―

６
）

（
前
略
）公
方
様
御
懐
胎
被
レ
為
レ
成
ニ
御
座
一
候
内
、
御
胎
中
御
堅
固
ニ
被
レ
為
レ
成
二

御
座
一
候
、
幾
久
敷
御
繁
昌
ニ
御
誕
生
被
レ
遊
、
弥
天
下
泰
平
之
御
祈
念
可
ニ
申
上
一

旨
、
従
二
御
袋
様（
＝
宝
樹
院
）一
、
増
山
殿
以
被
ニ
仰
付
一（
ア
）、
御
誕
生
之
砌
、
弥

御
吉
例
之
御
祈
念
、
少
無
ニ
懈
怠
一
可
ニ
申
上
一
旨
、
別
而
被
ニ
仰
付
一
候
間
、
至
レ
于
レ

今
迄
無
ニ
油
断
一
申
上
候
、

　
　
　
　
　
（
中
略
）

御
札
指
上
申
候
処
ニ
御
吉
例
之
御
祈
祷
少
無
ニ
懈
怠
一
可
ニ
申
上
一
旨
、
増
山
殿
ヲ

以
別
而
被
ニ
仰
付
一
、
御
誕
生
以
来
、
正
月
・
六
月
・
九
月
三
度
宛
、
毎
年
御

札
従
ニ
御
袋
様
一
被
ニ
差
上
一
被
レ
下
候
（
イ
）、
従
ニ
御
懐
胎
一
被
二
仰
付
一
御
誕
生
之
砌
、

弥
被
ニ
仰
付
一
候
御
吉
例
之
御
祈
念
之
儀
ニ
御
座
候
ニ
付
而
、
于
レ
今
至
迄
、
少
懈

怠
不
ニ
申
上
一
候
、
御
札
如
ニ
例
年
一
、三
度
宛
従
ニ
御
内
証
一
于
レ
今
差
上
申
候
（
ウ
）、

　
　
　
　
　
（
後
略
）

　

傍
線
部（
ア
）（
イ
）に
よ
れ
ば
、
宝
樹
院
よ
り
弟
の
増
山
正
利
を
通
じ
て
三
浦
家
へ
祈

祷
が
依
頼
さ
れ
、
毎
年
正
月
・
六
月
・
九
月
の
三
度
、
御
札
が
献
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
三
度
の
御
札
献
上
は
、
下
線
部（
ウ
）に
よ
れ
ば
、
内
証―

つ
ま
り
奥
向
き
よ
り
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
浦
家
の
御
札
献
上
は
、
増
山
氏
を
通
し
て
宝
樹
院
か

ら
の
奥
向
き
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
三
浦
氏
は
こ
の
御
札
献
上
を
、
表
向

き
よ
り
行
え
る
よ
う
、
増
山
氏
を
通
じ
て
、
寺
社
奉
行
へ
働
き
か
け
て
い
る
。
次
の
史

料
は
、
増
山
正
利
か
ら
松
平
乗
寿
へ
の
依
頼
に
対
す
る
返
書
で
あ
る
。
史
料
中
の
、
申さ

る

谷や

内
記
は
三
浦
内
記（
申
谷
は
三
浦
家
の
屋
号
）、
松
平
和
泉
守
は
乗
寿
、
増
山
弾
正
は

正
利
、
牧
内
匠
は
牧
野
内
匠
頭
信
成
で
あ
る
。

【
史
料
六
】（
三
浦
吉
明
家
文
書
、
整
理
番
号
Ｂ

−

８

−

５
）

「（
表
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
和
泉
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
山
弾
正
様
貴
様　
　
　

乗
（
乗
寿
）」

貴
札
意
奉
レ
存
候
、
如
レ
仰
其
後
者
久
不
レ
得
ニ
御
意
一
御
物
遠
ニ
打
過
候
、
然
者
冨
士
山

御
師
申
谷
内
記
、
毎
年
従
ニ
御
袋
様
一
、
大
納
言
様
御
祈
念
被
ニ
仰
付
一
、
御
札
進
上
申
候

由
、
当
年
よ
り
ハ
御
表
む
き
より
御
札
上
ヶ
被
レ
申
度
候
由
、
例
無
レ
之
、
改
ニ
て
御
表
む

き
より
御
札
上
ヶ
御
目
見
被
レ
仕
候
儀
者
、
し
か
と
御
理
無
レ
之
ニ
て
ハ
難
レ
成
儀
か
と
存

候
、
殊
牧（

牧

野

内

匠

頭

）

内
匠
殿
煩
に
て
私
一
人
仕
候
て
、
寺
社
奉
行
衆
へ
申
談
候
儀
、
如
何
ニ
存
候

間
、
内
匠
殿
被
レ
出
候
者
、
内
匠
殿
へ
も
可
レ
被
ニ
仰
入
一
候
、
相
談
仕
候
て
、
両
人
い
た

し
寺
社
奉
行
衆
へ
可
二
申
入
一
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　

三
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乗（
花
押
）

　

傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、
申
谷（
三
浦
）内
記
は
表
向
き
よ
り
の
御
札
献
上
を
、
増

山
正
利
を
通
し
て
、
松
平
乗
寿
か
ら
寺
社
奉
行
へ
取
り
次
い
で
も
ら
う
よ
う
依
頼
し
た

が
、
こ
れ
に
対
す
る
乗
寿
の
返
事
は
、
表
向
き
よ
り
の
御
札
献
上
は
例
が
無
く
難
し
く
、

ま
た
牧
野
信
成
が
病
気
で
あ
り
、
私
一
人
で
寺
社
奉
行
衆
へ
申
し
入
れ
る
の
は
い
か
が

な
も
の
か
、
牧
野
が
快
復
し
た
ら
二
人
で
寺
社
奉
行
衆
へ
申
し
入
れ
る
、
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
松
平
乗
寿
と
牧
野
信
成
は
家
綱
側
近
で
あ
り
、
増
山
氏
は
三
浦
内
記
の
意
向

を
受
け
、
こ
の
二
人
を
通
し
て
表
向
き
よ
り
の
御
札
献
上
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
こ

の
後
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
関
係
文
書
が
残
存
せ
ず
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
三
浦
氏

は
、
こ
の
後
幕
末
ま
で
、
正
月
に
江
戸
城
で
御
目
見
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に

は
こ
の
願
い
は
成
就
し
、
表
向
き
の
御
札
献
上
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
史
料
中
、
家

綱
の
こ
と
を「
大
納
言
」と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
は
家
綱
の
大
納
言
就
任

（
正
保
二
年
、
一
六
四
五
）よ
り
内
大
臣
就
任（
慶
安
四
年
、
一
六
五
一
。
家
綱
将
軍
就
任

も
同
年
）ま
で
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
家
綱
が
将
軍
職
に
就
く
以
前
か
ら
、
将
軍
家
と
の

関
係
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
三
浦
氏
の
様
子
が
伺
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
年
三
度
で
あ
っ
た
御
札
献
上
は
、
宝
樹
院
没
後
に
は
途
絶
え
か
け
た
よ
う

で
、
御
札
献
上
の
許
可
を
得
よ
う
と
す
る
三
浦
氏
に
よ
り
、
寺
社
奉
行
に
宛
て
た
嘆
願

書
が
残
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
さ
ら
に
時
を
経
た
寛
文
九
年（
一
六
六
九
）頃
に
は
、
こ
の
御
札

献
上
が
、
年
一
度
と
な
っ
て
い
る
。
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【
史
料
七
】（
三
浦
吉
明
家
文
書
Ｂ

−

��

−

��
）

大
猷
院
様
御
代
より

前
々
者

0

0

0

御
祈
祷
之
御
祓
、
正
・
五
・
九
月
、
壱
ヶ
年
ニ
三
度
宛
献
上
仕
候
、
其
節
者
、
正

月
十
五
日
又
者
廿
八
日
ニ
御
目
見
江
仕
来
候
処
、
十
四
年
以
前
、
小
笠
原
山
城
守
様
、
戸

田
伊
賀
守
様
、
本
多
長
門
守
様
、
寺
社
奉
行
之
節
、
被
二
仰
付
一
候
者
、
遠
方
之
儀
候
之

間
、
五
月
・
九
月
之
御
祓
、
正
月
十
五
日
一
度
ニ
献
上
可
レ
仕
由
、
被
二
仰
出
一
候
、
依
レ

之
十
四
年
以
来
正
月
十
五
日
ニ
御
祓
献
上
、
御
目
見
江
仕
、
其
後
御
暇
より
被
二
下
置
一
候
、

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
士
喜
多
室
社
務

　
　
　

天
和
三
年
亥
正
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
浦
刑
部

　

寺
社

　
　

御
奉
行
所

　

大
猷
院
（
＝
徳
川
家
光
）
の
御
代
よ
り
年
三
度
だ
っ
た
御
祓
献
上
（
御
札
献
上
）

が
、
十
四
年
前
に
、
遠
方
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
正
月
十
五
日
の
年
一
度
に
な
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
か
ら
十
四
年
前
と
い
う
の
は
寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）に
当
た
り
、
こ
の
頃
か
ら
三
浦
家
の
御
札
献
上
は
年
一
度
、
正
月
に
確
定

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

御
札
献
上
が
年
一
度
に
確
定
し
た
寛
文
九
年
の
前
年
、
三
浦
内
記
は
寺
社
奉
行
所
に

対
し
、
次
の
よ
う
な
嘆
願
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

【
史
料
八
】（
三
浦
吉
明
家
文
書
、
整
理
番
号
Ａ

−

47

−

３
）

　
　

乍
レ
恐
御
訴
訟

公
方
様
従
二
御
懐
胎
一
、
宝
樹
院
様
被
二
仰
付
一
候
御
祈
祷
、
正
月
・
六
月
・
九
月
抽
二
精

誠
一
致
二
修
行
一
、三
度
之
御
札
御
表
より
差
上
、
為
二
御
暇
一
黄
金
五
枚
、
御
服
一
重
宛
致
二

拝
領
一
候
、
宝
樹
院
様
御
清（

逝
去
）去
以
後
、
正
月
之
御
札
御
表
より
指
上
、
六
月
・
九
月
之
御
札

従
二
御
内
証
一
差
上
申
候
処
ニ
、
永
々
御
訴
訟
申
上
、
三
度
之
御
札
御
表
より
指
上
難
レ
有

奉
レ
存
候（
ア
）、
益
天
下
泰
平
国
家
安
全
之
御
祈
祷
勤
行
仕
候
、
冥
加
を
申
御
神
前
之
外

聞
ニ
も
御
座
候
間
、
御
両
殿
様
以
二
御
願
一
御
暇
拝
領
仕
候
ハ
ゝ
（
イ
）、
弥
以
難
レ
有
可
レ

奉
レ
存
候
、
右
之
趣
御
披
露
奉
レ
仰
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
山
北
室
御
師

　
　
　
　

寛
文
八
年
二
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
谷
内
記

　
　
　
　
　
　

寺
社

　
　
　
　
　
　
　

御
奉
行
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
家
老
中
御
披
露

　

こ
れ
ま
で
、
正
・
六
・
九
月
に
表
向
き
よ
り
御
札
献
上
し
、
辞
す
時
に
は
御お

い

暇と
ま

の
黄
金

五
枚
と
御
服
一
重
を
拝
領
し
て
い
た
が
、
宝
樹
院
逝
去
後
は
、
正
月
は
表
か
ら
、
六
・
九

月
は
奥
か
ら
の
献
上
と
な
っ
て
し
ま
い
、
三
浦
は
嘆
願
を
繰
り
返
し
て
、
三
度
と
も
表

よ
り
御
札
献
上
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た（
傍
線
ア
）。
そ
こ
で
三
浦
は
、
さ
ら
に「
御
暇
拝

領
」―

つ
ま
り
御
暇
の
と
き
に
拝
領
す
る
黄
金
五
枚
と
御
服
も
復
活
す
る
よ
う
、
寺
社

奉
行
に
嘆
願
し
た
の
で
あ
る）

（（
（

（
傍
線
イ
）。
年
三
度
の
御
札
献
上
と
同
様
に
、
御
暇
の
黄

金
・
御
服
を
復
活
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
寛
文
八
年
は
、
家
綱
二
八
歳
、
将

軍
在
位
一
八
年
目
と
い
う
年
で
あ
る
が
、
宝
樹
院
と
い
う
強
力
な
後
ろ
盾
を
失
っ
た
三

浦
家
は
、
将
軍
家
と
の
関
係
を
つ
な
ぎ
と
め
、
己
の
家
格
を
維
持
す
る
た
め
に
様
々
な

嘆
願
を
続
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

御
暇
の
黄
金
に
つ
い
て
は
、
結
局
、
黄
金
拝
領
は
途
絶
え
る
が
、
御
服
拝
領
は
継
続

す
る）

（（
（

。

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
三
浦
家
は
、

　

①
家
綱
誕
生
以
来
、
宝
樹
院
を
通
じ
、
奥
か
ら
、
年
三
度
の
御
札
献
上
、
御
暇
の
黄

　
　

金
・
御
服
を
拝
領
し
て
き
た
が
、

　

②
宝
樹
院
逝
去
後
は
、
表
か
ら
一
度
、
奥
か
ら
二
度
と
な
り
、
さ
ら
に

　

③
寛
文
八
年
ま
で
に
、
三
浦
氏
の
訴
訟
に
よ
っ
て
、
年
三
度
の
御
札
献
上
が
復
活
し

　
　

た
が
、
黄
金
拝
領
は
復
活
せ
ず
、
寛
文
九
年
頃
に
、
年
一
度
、
表
か
ら
の
御
札
献

　
　

上
が
確
定
す
る
。

　

七
沢
作
左
衛
門
、
宝
樹
院
と
の
繋
が
り
か
ら
始
ま
っ
た
三
浦
家
と
将
軍
家
と
の
関
係

で
あ
る
が
、
三
浦
氏
は
、
年
三
度
の
御
札
献
上
が
年
一
度
に
縮
小
さ
れ
た
と
は
い
え
、

将
軍
御
目
見
、
御
服
拝
領
と
い
う
格
別
の
家
格
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
、
宝
樹
院
と
の

個
人
的
な
関
係
を
幕
府
と
の
公
的
な
関
係
に
作
り
変
え
て
い
く
こ
と
で
、
自
ら
の
家
格

を
守
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
お
わ
り
に

　

宝
樹
院
の
身
分
上
昇
は
、
そ
の
親
族
や
彼
女
と
関
わ
り
を
も
っ
た
人
々
に
様
々
な
影
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響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
し
て
そ
の
死
後
も
、
彼
ら
に
顕
彰
さ
れ
続
け
て
い
く
。
青
木
氏
も

三
浦
氏
も
苗
字
帯
刀
で
き
る
身
分
で
、
い
わ
ゆ
る「
士
農
工
商
」と
い
っ
た
固
定
的
な
概

念
か
ら
は
と
ら
え
難
い
存
在
で
あ
る
点
は
興
味
深
い
。
彼
ら
は
宝
樹
院
に
連
な
る
由
緒

を
保
ち
続
け
る
こ
と
で
、
家
格
の
維
持
、
そ
し
て
地
域
社
会
に
お
け
る
優
越
性
を
保
持

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
茨
城
県
古
河
市
の
正
応
寺
に
は
、
宝
樹
院
の
供
養
等
が
現
在
も
存
在
す

る
。
宝
樹
院
の
弟
が
正
応
寺
開
山
の
法
弟
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
宝
塔
が
建
立

さ
れ
た
と
い
う）

（（
（

。
こ
れ
以
上
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
あ
る
い
は
こ
こ
に
も
宝
樹
院
を
顕

彰
す
る
人
物
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

宝
樹
院
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
人
々
の
対
応
を
み
て
き
た
。
宝
樹
院
に

関
連
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
く
新
た
な
社
会
的
序
列
、
そ
し
て
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
人
々
の
活
動
な
ど
を
、
不
十
分
な
が
ら
明
ら
か
に
し
た
。
今
後
と
も
地
域
社
会
の

歴
史
の
解
明
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

注（１
）「
徳
川
幕
府
家
譜
」（『
徳
川
諸
家
系
譜
』群
書
類
従
完
成
会
）

（
２
）『
徳
川
実
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）厳
有
院
殿
御
実
紀
巻
一
。
以
下『
徳
川
実
紀
』

は
す
べ
て
こ
の
刊
本
を
利
用
す
る
。

（
３
）『
寛
政
重
修
諸
家
系
譜
』（
群
書
類
従
完
成
会
）
巻
千
四
百
四
十
、
増
山
氏
の
項
に

「
厳
有
院
殿（
家
綱
）の
恩
遇
を
か
う
ぶ
り
泉
光
院
と
称
す
」と
あ
り
。
な
お
、
以
下『
寛
政

重
修
諸
家
系
譜
』は
す
べ
て
こ
の
刊
本
を
利
用
す
る
。

（
４
）宝
樹
院
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
史
料
と
し
て
、『
徳
川
実
紀
』の
他
、
①
の「
柳

営
婦
女
伝
系
」
十
の
「
厳
有
公
御
母
堂　

宝
樹
院
殿
之
伝
系　

増
山
氏
（『
徳
川
諸
家
系

譜
』群
書
類
従
完
成
会
）や
、
②『
寛
政
重
修
諸
家
系
譜
』増
山
氏
の
項
、
③「
幕
府
祚
胤

伝
」（『
徳
川
諸
家
系
譜
』群
書
類
従
完
成
会
）等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
５
）『
徳
川
実
紀
』、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』増
山
氏
の
項（
注
３
）参
照
。
以
後
の
増
山
氏

に
関
す
る
記
述
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
こ
れ
に
よ
る
。
な
お
、「
徳
川
幕
府
家
譜
」（
注

１
）、「
柳
営
婦
女
伝
系
」（
注
４
）①
で
は
、
増
山
正
利
を
宝
樹
院
の
兄
と
し
て
い
る
。

（
６
）『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』那
須
氏
の
項
、
増
山
氏
の
項
。

（
７
）「
柳
営
婦
女
伝
系
」（
注
４
）の
利
長
の
注
記
に「
室
、
古
河
城
下
農
夫
女
」と
あ
る
。

（
８
）
宝
蔵
寺
は
、
大
平
町
下
高
島
の
真
言
宗
の
寺
。
墓
碑
銘
は
、「
承
応
三
天
（
年
カ
）

（
一
六
五
四
）
甲
午
六
月
八
日　

安
養
院
殿
性
参
覚
誉
居
士　

施
主
従
五
位
下　

増
山

弾
正
少
弼
藤
原
正
利
」
と
あ
る
。（『
大
平
町
誌
』
大
平
町
教
育
委
員
会
編
、
一
九
八
二
年
、

八
二
九
頁
。）

（
９
）「
古
河
志
」上
高
島
村
の
項（『
古
河
市
史　

資
料　

別
巻
』、
一
九
七
四
年
）。「
古
河

志
」は
、
古
河
藩
士
小
出
重
固
が
、
寺
社
の
縁
起
や
伝
来
の
古
文
書
な
ど
を
ま
と
め
た
地

誌
。
文
政

−

天
保
頃
の
成
立
。

（
�0
）『
大
平
町
誌
』一
五
〇
頁
に
載
せ
る
利
長
生
家
、
青
木
七
郎
家
系
図
で
は
、
仁
左
衛

門
は
、
利
長
の
父
で
あ
る
善
兵
衛
の
弟
と
さ
れ
、
そ
の
後
裔
が
七
郎
右
衛
門
と
し
て
い

る
。

（
��
）「
古
河
志
」上
高
島
村
の
項（
注
９
）。

（
��
）『
大
平
町
誌
』一
四
四
頁
よ
り
引
用
。
た
だ
し
、
句
読
点
等
に
つ
い
て
は
、
適
宜
補

っ
た
。

（
�3
）薗
部
村（
現
栃
木
市
）と
島
田
村
は
、
直
線
距
離
に
し
て
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

で
あ
る
。
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（7）

（
�4
）
御
師
と
一
定
の
関
係
を
取
り
結
ん
だ
信
者
を
檀
那
と
い
う
。
川
口
村
に
は
戦
国

期
よ
り
御
師
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
最
盛
期
に
は
一
〇
〇
人
を
超
え
る

御
師
が
住
ん
で
い
た
。
富
士
山
の
御
師
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、『
河
口
湖
町
史
』

（
河
口
湖
町
史
編
纂
特
別
委
員
会
、
一
九
六
六
年
）、
伊
藤
堅
吉
『
富
士
山
御
師
』（
図
譜

出
版
、
一
九
六
八
年
）、
中
村
章
彦「
将
軍
家
御
祈
願
所
の
御
師
・
三
浦
家
」（『
甲
斐
路
』

九
八
、二
〇
〇
一
年
）等
が
あ
る
。
中
村
氏
の
論
文
は
、
富
士
山
御
師
三
浦
氏
の
将
軍
御

目
見
や
御
祓
献
上
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
先
駆
的
な
研
究
で
あ
る
。

（
��
）川
口
村
の
御
師
は
、
百
姓
と
し
て
は
苗
字
帯
刀
せ
ず
、
御
師
の
職
を
勤
め
る
時
だ

け
苗
字
帯
刀
し
、
農
閑
期
に
諸
国
へ
札
配
し
て
い
た（
拙
稿「
河
口
の
村
と
御
師

−
中
村

謹
吉
家
文
書
を
使
っ
て―
」『
富
士
御
師
の
い
た
集
落
』
甲
州
史
料
調
査
会
編
集
・
発
行
、

一
九
九
八
年
）。

（
��
）前
掲
注
�4
、
伊
藤
著
書
に
載
る「
甲
斐
国
志
草
稿
」。

（
�7
）山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
河
口
・
三
浦
吉
明
家
文
書
、
整
理
番
号
Ａ

−

１

−

�4
。
三

浦
家
に
伝
来
し
た
古
文
書
は
、
三
浦
吉
明
家
文
書
と
し
て
甲
州
史
料
調
査
会
に
よ
り
調

査
が
な
さ
れ
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
同
調
査
会
撮
影
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
を
利
用
す
る
。
調
査
に
つ
い
て
は『
甲
州
史
料
調
査
会
会
報　

桃
太
郎
』二
〇
～
二
二

号
、
一
九
九
九
年

−

二
〇
〇
〇
年
の
調
査
報
告
を
参
照
。

（
�8
）
家
光
・
家
綱
の
両
上
様
に
御
目
見
し
て
い
る
こ
と
は
、
申
谷
内
記
宛
の
寺
社
奉

行
安
藤
重
長
書
状
に
「
貴
殿
儀
、
両
上
様
へ
御
目
見
相
済
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
（
三
浦
吉
明
家
文
書
、
整
理
番
号
Ｂ

−

８

−

４
）。
安
藤
重
長
は
明
暦
三
年

（
一
六
五
七
）に
没
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
書
状
の
下
限
は
明
暦
三
年
。

（
�9
）三
浦
氏
は
、
正
月
に
江
戸
城
白
書
院
で
の
将
軍
御
目
見
の
資
格
を
持
ち
、
年
頭
御

礼
を
勤
め
る
こ
と
が
、
幕
府
寺
社
奉
行
所
関
係
史
料
に
見
え
、
同
様
な
資
格
を
持
つ
御

師
は
、
伊
勢
神
宮
の
御
師
く
ら
い
で
あ
る
と
い
う（
靭
矢
嘉
史「
川
口
御
師
の
江
戸
城
年

始
あ
い
さ
つ
」『
河
口
湖
の
古
文
書
と
歴
史　

そ
の
２
』
甲
州
史
料
調
査
会
編
集
・
発
行
、

二
〇
〇
五
年
）。

（
�0
）こ
の
文
書
が
現
在
三
浦
家
に
伝
来
す
る
の
は
、
乗
寿
の
返
事
を
知
ら
せ
る
た
め
、

三
浦
内
記
に
渡
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
��
）前
掲
注
�4
、
中
村
論
文
は
、
年
未
詳
三
月
二
日
付
松
平
和
泉
守
発
給
、
増
山
弾
正

正
宛
書
簡
に
よ
り
、
慶
安
二
年
か
ら
表
よ
り
の
御
札
献
上
が
許
可
さ
れ
た
と
す
る
が
、

当
該
文
書
の
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
保
留
と
す
る
。

（
��
）三
浦
吉
明
家
文
書
、
整
理
番
号
Ｂ

−

６
。
宝
樹
院
没
後
二
年
目
の
承
応
三
年
七
月

付
。
宝
樹
院
か
ら
増
山
氏
を
通
じ
て
依
頼
さ
れ
て
い
た
時
の
よ
う
に
、
御
札
献
上
の
許

可
を
求
め
て
い
る
。

（
�3
）同
年
七
月
吉
日
の
三
浦
内
記
の
嘆
願
書
に
よ
っ
て
も
同
様
な
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
年
三
度
の
御
札
献
上
が「
久
々
中
絶
」し
て
い
た
が
、
訴
訟
に
よ
り
御
札
献

上
が
復
活
、
さ
ら
に
御
暇（
の
黄
金
・
御
服
）拝
領
を
嘆
願
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（『
山
梨
県
史
』資
料
編
�3
、
六
七
九
号
文
書
）

（
�4
）三
浦
氏
は
、
宝
樹
院
と
い
う
後
ろ
盾
を
失
っ
た
後
も
、
泉
光
院
や
大
名
家
か
ら
初

穂
を
受
け
て
い
る（
寛
文
一
一
年
極
月
吉
日
付
。
三
浦
吉
明
家
文
書
、
整
理
番
号
Ａ

−

��

−

�4―

１
・
２
）。
ま
た
、
増
山
氏
を
初
め
、
他
の
大
名
と
も
積
極
的
に
関
係
を
構
築
し

て
い
く
。

（
��
）文
政
九
年（
一
八
二
六
）の
文
書
に
、
慶
安
三
年
頃
よ
り
奥
よ
り
の
黄
金
五
枚
は
中

絶
し
た
と
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
家
綱
の
将
軍
就
任
の
前
か
ら
、
黄
金
拝
領
は
な
く

な
り
、
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う（
三
浦
吉
明
家
文
書
、
整
理

番
号
Ｂ

−

�3

−

��
）。

（
��
）三
浦
氏
の
川
口
村
内
で
の
優
位
性
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
代
が
下
る

に
つ
れ
、
三
浦
氏
と
他
の
御
師
と
の
間
で
紛
争
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
宝

樹
院
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
た
め
、
三
浦
氏
の
川
口
村
内
で
の
位
置
に
つ
い
て
は
言

及
し
え
な
か
っ
た
。

（
�7
）「
古
河
志
」古
河
片
町
の
項（
注
９
）。

小
山
高
等
専
門
学
校
、
一
般
科
、ysakairi@

oyam
a-ct.ac.jp

（
受
理
年
月
日　

二
〇
〇
七
年
九
月
二
八
日
）
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徳川四代将軍家綱生母宝樹院と富士山御師三浦家　　－小山周辺地域との関わりを中心にして－

（8）
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